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事業者への支援 （ 7月1日時点実施中または実施予定）

支援一覧支援一覧
上限：200万円(法人)
　　　100万円(個人事業者)
申請期限：令和3年1月15日㈮まで
※1カ月の売上が前年同月比で50%以上減
少した事業者

上限：月100万円(法人)
　　　月50万円(個人事業者)
※令和2年5月～12月のいずれか1カ月の
売上が前年同月比で50％以上減少また
は連続する3カ月の売上高が前年同期比
30％以上減少した事業者（最大6カ月分）

上限：20万円（法人）
　　　10万円（個人事業者）
※ひと月の売上が前年同月と比べ30%以
上50%未満減少した事業者

定額：20万円（法人）
　　　10万円（個人事業者）
※ひと月の売上が前年同月と比べ50%以
上減少した農林漁業者など

上限15,000円/人×休業日数
助成率：最大80％
　　　　(解雇等を行わない場合最大100％) 
※売上が5％以上減少し、一時的な休業等
により労働者の雇用を維持した事業主

上限：5万円【飲食店・宿泊業などの対象業種あり】
※令和2年1月以降、感染防止対策を行っ
た事業者に経費の８割相当額を補助

上限：10万円
※感染患者が発生または訪問のあった事業
者が実施した消毒・清掃などの経費を補助

資金繰りが悪化し今後の経営に支障をきた
すおそれのある農林漁業者や、直近１カ月
の売上が前年同月比で減少した商工業者な
どが国・県の融資を受けた際の利子を補給

令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上) 
で、前年同期に比べ収入が20％以上減少
している事業者

法人市民税の申告・納付が期限までに困難
な事業者に対して、やむを得ない理由がや
んだ日から 2 カ月以内まで期限を延長

水道・簡易水道料金、下水道・浄化槽・農
業集落排水施設使用料、下水道受益者負担
金などの納付が一時的に困難な事業者に対
する支払期限延長や分割納付

持続化給付金事業
コールセンター
☎0120-115-570

※決定次第
　お知らせします。

事業継続支援金専用相談
窓口（コールセンター）
☎096-333-2828

（農）農林水産政策課
☎33-4117
（林・漁）水産林務課
☎33-4119

厚労省相談センター
☎0120-60-3999
熊本労働局
☎096-312-0086 

商工･港湾振興課
☎33-8513

 
詳細はこちらから

熊本国税局
☎0120-948-540
熊本県県南広域本部収納課
☎33-2184
納税課☎33-4109

市民税課
☎33 -4107

水道局
☎32-7194
下水道総務課
☎33-4147

持続化給付金（国）

家賃支援給付金（国）

熊本県事業継続
支援金（県）

八代市農林漁業者等
事業継続対策特別支
援金（市）

雇用調整助成金（国）
【コロナ特例】

八代市新型ウイルス感
染症予防対策支援補
助金（市）

八代市中小企業等新
型コロナウイルス感染
症消毒費補助金（市）

融資への利子補給

市税などの徴収猶予
（1年間の徴収猶予）

法人市民税の申告・納
付期限の延長

市公共料金の猶予など
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個人（世帯）への支援 （ 7月1日時点実施中または実施予定）

1人あたり10万円
申請期限：令和2年8月7日㈮まで

①児童扶養手当受給世帯等への給付
　1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※令和2年6月分児童扶養手当を受給した
人など
②収入が大きく減少した児童扶養手当受給
世帯などへの給付
　1世帯5万円

大学生等1人につき5万円
申請期限：令和2年9月15日㈫まで
※県内及び県外に進学した大学生などのうち、
生計維持者の住民税が非課税である学生

令和2年の収入状況が生活保護法の要保護
世帯と同等と認められる幼稚園、保育園及
び小・中学校の保護者へ助成

令和2年の収入状況が生活保護法の要保護
世帯と同等と認められる小・中学校の保護
者へ給食費を助成（学校へ直接支払い）

原則3カ月(最長9カ月)間の家賃相当分の給
付金を家主へ支給
※住居を喪失した人または住居を喪失する
おそれのある人

1世帯10万円以内【特例20万円以内】
償還期限：2年以内(無利子・保証人不要) 
据置期間：1年以内

単身世帯月15万円以内【貸付期間:3カ月以内】
2人以上世帯月20万円以内【貸付期間:3カ月以内】
償還期限：10年以内(無利子・保証人不要)
据置期間：1年以内

令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上) 
で、前年同期に比べ収入が20％以上減少
している人

令和2年2月以降に収入が減少し、かつ当年
中の所得見込みが、現行の国民年金保険料
の免除等の水準になることが見込まれる人

水道・簡易水道料金、下水道・浄化槽・農
業集落排水施設使用料、下水道受益者負担
金などの納付が一時的に困難な人に対する
支払期限延長や分割納付

特別定額給付金事業
推進室コールセンター
☎43-5511

こども未来課
☎33-8721

熊本県電話対応窓口
☎096-333-2738

(幼・小・中)学校教育課
☎30-1673
(保)こども未来課
☎33-8721

教育政策課
☎30-1671

生活援護課
☎33-8722

八代市社会福祉協議会
☎62-8228

熊本国税局
☎0120-948-540
熊本県県南広域本部収納課
☎33-2184
納税課☎33-4109

国保ねんきん課
☎33-4105

水道局
☎32-7194
下水道総務課
☎33-4147

特別定額給付金（国）

ひとり親等世帯臨時特
別給付金（国）

熊本県生活困窮大学生
等のための給付金（県）

教材費・学用品費等の
助成（市）

給食費の助成（市）

住居確保給付金（市）

緊急小口資金（社協）

総合支援資金（社協）

市税などの徴収猶予
（1年間の徴収猶予）

国民年金保険料の免
除・猶予

市公共料金の猶予など
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納付が難しい人
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている皆さんに対して、国、県、市などがさま
ざまな支援を実施（予定）しています。主なものを紹介しますので、活用ください。
各支援内容の詳細は、市ホームページで確認または問い合わせください。


